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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　テレビジョン映像を表示するモードと、コンピュータ映像を表示するモードとを切換可
能に構成された画像表示装置において、
　バックライト光源を用いて入力映像信号を表示する受光型光変調手段と、
　前記モードの切り換えに応じて、前記バックライト光源の発光輝度を可変制御する制御
手段とを設け、
　前記制御手段は、コンピュータ映像を表示するモードにおいては、テレビジョン映像を
表示するモードに比べて、前記バックライト光源の発光輝度を低下させるものであり、
　テレビジョン映像を表示するモードからコンピュータ映像を表示するモードへ切り換わ
るときの前記バックライト光源の発光輝度の変化速度を、コンピュータ映像を表示するモ
ードからテレビジョン映像を表示するモードへ切り換わるときの前記バックライト光源の
発光輝度の変化速度に比べて遅くすることを特徴とする画像表示装置。
【請求項２】
　ユーザによる入力切換指示に基づいて、前記テレビジョン映像を表示するモードと、前
記コンピュータ映像を表示するモードとが切り換えられることを特徴とする前記請求項１
に記載の画像表示装置。
【請求項３】
　テレビジョン映像を表示するモードと、コンピュータ映像を表示するモードとを切り換
えるステップと、
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　前記モードの切り換えに応じて、入力映像信号を表示する受光型光変調手段の背面から
光を照射するバックライト光源の発光強度を可変制御するステップとを有し、
　コンピュータ映像を表示するモードにおいては、テレビジョン映像を表示するモードに
比べて、前記バックライト光源の発光輝度を低下させ、
　テレビジョン映像を表示するモードからコンピュータ映像を表示するモードへ切り換わ
るときの前記バックライト光源の発光輝度の変化速度を、コンピュータ映像を表示するモ
ードからテレビジョン映像を表示するモードへ切り換わるときの前記バックライト光源の
発光輝度の変化速度に比べて遅くすることを特徴とする画像表示方法。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、テレビジョン映像信号とコンピュータ映像信号とを切換選択して表示するこ
とが可能な画像表示装置に関するものである。
【背景技術】
【０００２】
　従来から、パーソナルコンピュータ（ＰＣ）を接続して、通常のテレビジョン映像に加
え、コンピュータ映像を表示可能としたテレビジョン受像機（例えば、特開平８－１１１
８２２号公報、特開平８－３０２４７号公報、特開２００３－４４０２４号公報など）や
、モデム等の通信手段を介してインターネットと接続し、通常のテレビジョン映像に加え
てコンピュータ映像（インターネットブラウザ画面）を表示可能としたテレビジョン受像
機（例えば、特開平１０－４２２０５号公報など）が提案・開発されている。
【０００３】
　一方、近年になって、冷陰極管（ＣＲＴ）に代わり、受光型光変調手段として液晶表示
パネルを用いて画像を表示する装置（以下、液晶表示装置と称す）が、テレビジョン受像
機やコンピュータ装置等の画像表示に広く使用されるようになってきた。液晶表示装置は
、電極の設けられた２枚の透明基板の間に液晶を封入し、マトリックス状に配置された駆
動電極単位に電圧を制御することによって、液晶分子の集団や配向を制御し、透明基板の
背面に設けられたバックライト光源からの照射光の透過率を変化させることによって、液
晶表示パネルに画像を表示するものである。
【特許文献１】特開平８－１１１８２２号公報
【特許文献２】特開平８－３０２４７号公報
【特許文献３】特開２００３－４４０２４号公報
【特許文献４】特開平１０－４２２０５号公報
【発明の開示】
【発明が解決しようとする課題】
【０００４】
　一般的に、コンピュータ映像を表示するためのパソコン（ＰＣ）モニターにおいは２５
０ｃｄ／ｍ2前後の画面輝度で十分であるのに対し、自然撮影（実写）画像が主体のテレ
ビジョン映像を表示するためのテレビジョン受像機では４５０～５００ｃｄ／ｍ2以上が
必要であり、特に液晶表示装置を用いたテレビジョン受像機（液晶テレビ）においては、
バックライトなどの改良によって高輝度化が進められている。
【０００５】
　基本的に、バックライト光源の輝度レベル（発光強度）は、ユーザが手動操作調整（調
光）する内容に固定的に設定されており、表示する入力映像信号の種別とは無関係に一定
輝度である。従って、テレビジョン映像表示用に高輝度設定されたテレビジョン受像機で
、コンピュータ映像を表示した場合、画面輝度が高すぎてギラギラした表示となり、長時
間これを視聴した場合、ユーザの目が疲れやすいという問題があった。
【０００６】
　また、大画面の液晶表示装置における消費電力は、その大部分がバックライトユニット
の消費電力で占められており、環境負荷軽減の面からも、このバックライトユニットでの
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不必要な消費電力を減少することが望まれている。
【０００７】
　ここで、テレビジョン映像を表示するモードと、コンピュータ映像を表示するモードと
の切り換えに連動して、例えば輝度調整回路による映像信号処理にて表示パネルに入力す
る輝度信号レベルを制御することが考えられるが、この場合、視聴者にとって見易い適切
な画面輝度で画像表示を行うことは可能となるものの、消費電力の削減効果は期待できな
い。
【０００８】
　本発明は、上記課題に鑑みてなされたものであり、表示モードの切換設定に連動してバ
ックライト光源の発光強度を適切に制御することにより、テレビジョン映像、コンピュー
タ映像のそれぞれについて、より見易い画像表示を実現するとともに、消費電力を低減す
ることが可能な画像表示装置を提供するものである。
【課題を解決するための手段】
【０００９】
　本願の第１の発明は、テレビジョン映像を表示するモードと、コンピュータ映像を表示
するモードとを切換可能に構成された画像表示装置において、バックライト光源を用いて
入力映像信号を表示する受光型光変調手段と、前記モードの切り換えに応じて、前記バッ
クライト光源の発光輝度を可変制御する制御手段とを設け、前記制御手段は、コンピュー
タ映像を表示するモードにおいては、テレビジョン映像を表示するモードに比べて、前記
バックライト光源の発光輝度を低下させるものであり、テレビジョン映像を表示するモー
ドからコンピュータ映像を表示するモードへ切り換わるときの前記バックライト光源の発
光輝度の変化速度を、コンピュータ映像を表示するモードからテレビジョン映像を表示す
るモードへ切り換わるときの前記バックライト光源の発光輝度の変化速度に比べて遅くす
ることを特徴とする。
【００１１】
　本願の第２の発明は、ユーザによる入力切換指示に基づいて、前記テレビジョン映像を
表示するモードと、前記コンピュータ映像を表示するモードとが切り換えられることを特
徴とする。
【００１２】
　本願の第３の発明は、テレビジョン映像を表示するモードと、コンピュータ映像を表示
するモードとを切り換えるステップと、前記モードの切り換えに応じて、入力映像信号を
表示する受光型光変調手段の背面から光を照射するバックライト光源の発光強度を可変制
御するステップとを有し、コンピュータ映像を表示するモードにおいては、テレビジョン
映像を表示するモードに比べて、前記バックライト光源の発光輝度を低下させ、テレビジ
ョン映像を表示するモードからコンピュータ映像を表示するモードへ切り換わるときの前
記バックライト光源の発光輝度の変化速度を、コンピュータ映像を表示するモードからテ
レビジョン映像を表示するモードへ切り換わるときの前記バックライト光源の発光輝度の
変化速度に比べて遅くすることを特徴とする。
【発明の効果】
【００１３】
　本発明の画像表示装置によれば、テレビジョン映像を表示するモードと、コンピュータ
映像を表示するモードとの切り換えに応じて、バックライト光源の発光輝度（発光強度）
を可変制御するので、例えば、コンピュータ映像を表示する場合は、テレビジョン映像を
表示する場合に比べて、バックライト光源の発光強度を抑制することにより、見易く目が
疲れない画面表示を行うとともに、消費電力の低減を実現することが可能となる。
【発明を実施するための最良の形態】
【００１４】
　以下、本発明の画像表示装置の一実施形態を、例えばパーソナルコンピュータ（ＰＣ）
と外部接続することが可能な液晶テレビジョン受像機（液晶テレビ）について、図１乃至
図８とともに詳細に説明する。ここで、図１は本実施形態の液晶テレビの概略構成を示す
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ブロック図、図２は本実施形態の液晶テレビにおける動作制御を示すフローチャート、図
３は本実施形態の液晶テレビにおける入力切換設定メニューのＯＳＤ表示を示す説明図で
ある。
【００１５】
　また、図４は本実施形態の液晶テレビにおける動作制御を示す説明図、図５は本実施形
態の液晶テレビにおける動作制御を示すフローチャート、図６は本実施形態の液晶テレビ
における他の動作制御を示す説明図、図７はテレビジョン映像とコンピュータ映像とをマ
ルチ画面（ピクチャー・イン・ピクチャー）表示した場合の表示画面例を示す説明図、図
８はテレビジョン映像とコンピュータ映像とをマルチ画面（ピクチャー・バイ・ピクチャ
ー）表示した場合の表示画面例を示す説明図である。
【００１６】
　本実施形態の液晶テレビは、図１に示すように、アンテナで受信されたテレビ放送電波
から希望するチャンネルを選局するチューナ１と、外部接続されたＡＶ機器からのビデオ
信号を入力するビデオ入力端子２～４と、外部接続されたパーソナルコンピュータ（ＰＣ
）からのコンピュータ映像信号を入力するＰＣ入力端子５（例えば、Ｄ－Ｓｕｂ端子、Ｄ
ＶＩ端子など）と、前記チューナ１で選局されたテレビ受信信号と前記入力端子２～４を
介して入力された各ビデオ信号とを切替出力する映像切替スイッチ６とを備えている。尚
、ここでは、前記チューナ１で選局されたテレビ受信信号と前記入力端子２～４を介して
入力された各ビデオ信号とが、テレビジョン映像信号に相当する。
【００１７】
　また、映像切替スイッチ６より出力されたテレビジョン信号（コンポジット信号）を輝
度信号Ｙと色信号Ｃと（ＹＣセパレート信号）に分離するＹ／Ｃ分離回路７と、該Ｙ／Ｃ
分離回路７で得られた輝度信号Ｙと色信号ＣとからＲ、Ｇ、Ｂ各原色信号に変換して出力
するＲＧＢデコーダ８と、該ＲＧＢデコーダ８で得られたＲ、Ｇ、Ｂ信号の夫々をＡ／Ｄ
変換するＡ／Ｄ変換回路９とを備えている。
【００１８】
　さらに、該Ａ／Ｄ変換回路９で得られたＲ、Ｇ、Ｂ信号（テレビジョン映像信号）と、
ＰＣ入力端子５より入力されたＰ、Ｇ、Ｂ信号（コンピュータ映像信号）との夫々に対し
て、各入力映像信号フォーマットに応じた所望の映像処理（例えば、色空間変換処理、Ｉ
Ｐ（Interlace To Progressive）変換処理、スケーリング処理、ＦＲＣ（Frame Rate Con
version）処理、γ補正処理、色補正処理及び同期検出処理など）を施し、選択的に切換
出力する映像信号処理装置１０を備えている。
【００１９】
　そしてまた、映像信号処理装置１０より出力されたＲ、Ｇ、Ｂ信号（画像表示信号）に
基づいて、ソースドライバ１２へ出力する階調データ及び信号線制御信号を生成するとと
もに、ゲートドライバ１３へ出力する走査線制御信号を生成し、液晶表示パネル１４にお
ける画像表示制御を行う他に、インバータ回路等の光源駆動回路１５へ出力するバックラ
イト制御信号を生成し、バックライト光源１６の発光駆動制御を行うＬＣＤコントローラ
１１を備えている。
【００２０】
　尚、本実施形態の液晶テレビにおいては、直下型バックライト方式、サイドエッジ型バ
ックライト方式のいずれを用いても良く、また、光源１６としては、現在一般的に用いら
れている冷陰極管（ＣＣＦＬ）の他、発光ダイオード（ＬＥＤ）などを用いることができ
る。また、光源１６の輝度制御方式は、電圧（もしくは電流）制御に限らず、デューティ
制御を採用しても良いことは言うまでもない。
【００２１】
　また、図示しないリモートコントローラ（リモコン）からユーザが指示入力した指示信
号を受信するリモコン受光部１７と、該リモコン受光部１７で受信した指示信号を検出・
解析し、チューナ１、映像切替スイッチ６、映像信号処理装置１０、ＬＣＤコントローラ
１１の各部に対して所定の制御信号を出力するマイコン１８とを備えている。
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【００２２】
　すなわち、マイコン１８は、ユーザ設定指示に応じて、チューナ１による番組選局、映
像切替スイッチ６によるテレビ受信信号と外部ビデオ信号１～３との出力切換、映像信号
処理装置１０によるテレビジョン映像信号とコンピュータ映像信号との出力切換、ＬＣＤ
コントローラ１１によるバックライト光源の明るさ（発光輝度）などの制御を行う。
【００２３】
　従って、本実施形態の液晶テレビにおいては、ユーザ設定指示に基づいて、映像切替ス
イッチ６、映像信号処理装置１０を制御することにより、テレビジョン映像を表示するモ
ードと、コンピュータ映像を表示するモードとを切り換えることが可能であり、前記モー
ドの切り換えに連動して、ＬＣＤコントローラ１１を制御することにより、バックライト
光源１６の発光強度すなわち画面輝度を可変制御することが可能に構成されている。
【００２４】
　次に、本実施形態の液晶テレビにおける画面輝度の制御動作を、図２のフローチャート
とともに説明する。まず、図示しないリモコンの入力切換キーが押圧されて、入力切換指
示が検出される（ステップ１）と、画面隅端部へ図３に示すような入力選択用ＯＳＤ（On
 Screen Display）表示を行い、ユーザによる入力選択指示の受付状態となる（ステップ
２）。この状態において、ユーザは入力選択用ＯＳＤを見ながらリモコンの上下方向キー
を押圧することによって、入力１（テレビ受信信号）、入力２（外部ビデオ信号１）、入
力３（外部ビデオ信号２）、入力４（外部ビデオ信号３）、ＰＣ入力（外部パソコン信号
）のいずれかを選択して、画面表示する映像ソースを指示設定することが可能である。
【００２５】
　そして、リモコンの決定キーが押圧されて、入力切換決定指示が検出される（ステップ
３）と、その時点で選択されている入力ソースを判別する（ステップ４）。入力切換決定
指示が入力１～４である場合、当該指示設定に基づいて、映像切替スイッチ６、映像信号
処理装置１０に制御信号を出力するとともに、テレビジョン映像の表示モードが選択され
たと判定して、バックライト光源１６の発光輝度レベルがＡ（Ａは予め設定された値で、
例えば５００ｃｄ／ｍ2）になるように、ＬＣＤコントローラ１１に制御信号を出力する
（ステップ５）。
【００２６】
　一方、入力切換決定指示がなされた入力ソースがＰＣ入力である場合は、当該指示設定
に基づいて、映像切替スイッチ６、映像信号処理装置１０に制御信号を出力するとともに
、コンピュータ映像の表示モードが選択されたと判定して、バックライト光源１６の発光
輝度レベルがＢ（ＢはＡより小さい予め設定された値であり、例えば２５０ｃｄ／ｍ2）
になるように、ＬＣＤコントローラ１１に制御信号を出力する（ステップ６）。
【００２７】
　以上のように、本実施形態においては、ユーザによる入力切換指示によって、テレビジ
ョン映像を表示するモードと、コンピュータ映像を表示するモードとを切り換え、このモ
ード切換動作に応じて、適切な画面輝度となるように光源１６の発光輝度（発光強度）を
制御し、コンピュータ映像を表示する場合は、テレビジョン映像を表示する場合に比べて
、画面輝度を抑制することにより、見易く目が疲れない画面表示を行うとともに、消費電
力の低減を実現することが可能となる。
【００２８】
　ところで、入力切換（表示モード切換）と同時に、急激に画面輝度を変化させた場合、
特にテレビジョン映像を表示するモードからコンピュータ映像を表示するモードへ切り換
えた際に、急激に画面輝度が低下すると、ユーザに違和感を与えることとなる。
【００２９】
　従って、本実施形態においては、図４に示すように、テレビジョン映像を表示するモー
ドからコンピュータ映像を表示するモードへの切換指示がなされた時点Ｔ１から、実際に
画面輝度レベルがＢに到達するまで十分な時間ｔを掛けて、画面輝度の変化速度を遅くす
る（時定数を大きくし、ゆっくりと画面輝度を変化させる）ことにより、画面輝度の変化
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がユーザに与える違和感を緩和している。
【００３０】
　尚、コンピュータ映像を表示するモードからテレビジョン映像を表示するモードへ切り
換わる際に画面輝度が増大しても、それほどユーザに違和感を与えることはないので、コ
ンピュータ映像を表示するモードからテレビジョン映像を表示するモードへの切換指示が
なされた時点Ｔ２から、実際に画面輝度レベルがＡに到達するまでの時間は短くして、即
座に高輝度、高コントラストのテレビジョン映像を提示するのが望ましい。
【００３１】
　また、本実施形態においては、映像表示モードに連動した画面輝度の自動制御に加えて
、ユーザによる画面輝度の調整制御も可能としている。これについて、図５のフローチャ
ートとともに説明する。図示しないリモコンの調光キーが押圧されて、ユーザによる調光
の指示が検出される（ステップ１）と、画面端部へ調光設定用ＯＳＤ（On Screen Displa
y）表示が行われ、この状態において、ユーザは調光設定用ＯＳＤを見ながらリモコンの
上下方向キーを押圧することにより、画面輝度の増大或いは減少のいずれかを指示するこ
とが可能である。
【００３２】
　リモコンの上方向キーが押圧されて、輝度増加の指示がなされる（ステップ２）と、バ
ックライト光源１６の発光輝度レベルが、その時点での光源輝度レベルに１ステップだけ
加算した値となるように、ＬＣＤコントローラ１１に制御信号を出力する（ステップ３）
。一方、リモコンの下方向キーが押圧されて、輝度減少の指示がなされる（ステップ４）
と、バックライト光源１６の発光輝度レベルが、その時点での光源輝度レベルから１ステ
ップだけ減算した値となるように、ＬＣＤコントローラ１１に制御信号を出力する（ステ
ップ５）。
【００３３】
　これにより、各映像表示モードにおいて自動設定された画面輝度に対し、使用環境や表
示映像内容などに応じてユーザが任意に調整を加えることができ、より商品性を高めるこ
とが可能となる。
【００３４】
　さらに、当該装置の周囲環境の明るさを検出する照度センサーを設け、該照度センサー
の検出結果と映像表示モードとから、画面輝度を決定するように構成しても良い。例えば
、図６に示すように、テレビジョン映像を表示するモードにおいて、周囲照度が明るい場
合は光源１６の発光輝度レベルをＡ1、周囲照度が標準範囲内の場合は光源１６の発光輝
度レベルをＡ2、周囲照度が暗い場合は光源１６の発光輝度レベルをＡ3とし（Ａ1＞Ａ2＞
Ａ3）、一方、コンピュータ映像を表示するモードにおいて、周囲照度が明るい場合は光
源１６の発光輝度レベルをＢ1、周囲照度が標準範囲内の場合は光源１６の発光輝度レベ
ルをＢ2、周囲照度が暗い場合は光源１６の発光輝度レベルをＢ3とする（Ｂ1＞Ｂ2＞Ｂ3

）。
【００３５】
　これにより、視聴環境の明るさに応じて、各映像表示モードにおける最適な画面輝度に
自動制御することが可能となるので、より商品性を高めることが可能となる。
【００３６】
　尚、上述した本発明の一実施形態においては、コンピュータ映像として、外部接続され
たパーソナルコンピュータ（ＰＣ）から入力されたＰＣ映像を表示可能なものについて説
明したが、これに限らず、例えばモデム等の通信手段を介して接続されたインターネット
上のＨＴＭＬ（Hyper Text Markup Language），ＴＥＸＴのデータのブラウズ画面や、電
子メールのブラウズ画面、メモリカードスロットを介してメモリカードから読み出された
文字や画像情報からなる電子書籍データのブラウズ画面、或いは、ゲーム機器より入力さ
れたゲーム映像を、コンピュータ映像として表示可能なものに適用しても良いことは言う
までもない。
【００３７】
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　この場合においても、ユーザによる入力切換設定、機能切換設定に応じて、例えばイン
ターネットブラウザ画面、電子メールブラウザ画面、電子ブックブラウザ画面などを表示
する際には、バックライト光源の発光強度を、テレビジョン映像を表示する際のバックラ
イト光源の発光輝度（発光強度）より低下させるように制御すれば良い。
【００３８】
　また、上述した本発明の一実施形態においては、ユーザによる入力切換設定によって、
テレビジョン映像を表示するモードと、コンピュータ映像を表示するモードとを切り換え
るものについて説明したが、入力映像信号の入力（有無）状態などに応じて表示モードを
自動切換するものに適用しても良い。さらに、ユーザによる入力切換設定は、リモコンの
操作によって行う構成としたが、装置本体に設けられた操作部材（図示せず）の操作によ
ってこれを行う構成としても良いことは言うまでもない。
【００３９】
　さらに、図７に示すように、コンピュータ映像とテレビジョン映像とをピクチャー・イ
ン・ピクチャーにて子画面表示したり、図８に示すように、ピクチャー・バイ・ピクチャ
ーにて２画面表示する場合、より大きな画面領域に表示されている方の映像種別に応じて
、バックライト光源の発光輝度を制御すればよい。例えば図７に示したように、コンピュ
ータ映像の中に子画面でテレビジョン映像を表示する場合は、コンピュータ映像を表示し
ている画面領域の方が大きいので、発光輝度レベルＢとなるようにバックライト光源を制
御すればよい。
【００４０】
　また、画面領域毎に発光輝度を変えることができるバックライト光源を用いている場合
は、テレビジョン映像を表示している画面領域に対応するバックライト光源の発光輝度を
高くして、コンピュータ映像を表示しているその他の画面領域に対応するバックライト光
源の発光輝度を低くするようにしてもよい。例えば図８に示したように、画面左側にコン
ピュータ映像を、画面右側にテレビジョン映像をそれぞれ２画面表示する場合は、画面左
側の領域に対応するバックライト光源の発光強度を輝度レベルＢになるように制御すると
ともに、画面右側の領域に対応するバックライト光源の発光強度を輝度レベルＡになるよ
うに制御すればよい。このような制御は、例えば直下型のＬＥＤバックライトを用いるこ
とにより容易に実現することができる。
【００４１】
　さらに、上述した本発明の一実施形態において、動画像表示時のメリハリ感、コントラ
スト感を実現するために、各映像フレームのＡＰＬ（平均輝度レベル）などの画面特徴量
に応じて、バックライト光源１６の発光輝度をダイナミックに可変制御するようにしても
よい。この場合、表示すべき映像がコンピュータ映像かテレビジョン映像かによって、バ
ックライト光源１６の最大発光輝度を設定するようにすればよい。
【００４２】
　そしてまた、上記本発明の一実施形態においては、直視型の液晶表示装置について説明
したが、本発明は投射型の液晶表示装置に適用しても良く、受光型光変調手段とバックラ
イト光源とを用いて画像表示を行う画像表示装置であれば良いことは明らかである。さら
に、受光型光変調手段として液晶表示パネル以外の表示パネルを用いても良いことは言う
までもない。
【００４３】
　また、上記本発明の一実施形態においては、外部接続されたパーソナルコンピュータ（
ＰＣ）からのコンピュータ映像信号を入力切換して表示することが可能なテレビジョン受
像機について説明したが、これに限らず、パーソナルコンピュータ（ＰＣ）機能を有する
テレビジョン受像機や、テレビ放送受信手段を内蔵したパーソナルコンピュータ（ＰＣ）
、携帯通信端末などの画像表示装置に適用しても良いことは明らかである。
【図面の簡単な説明】
【００４４】
【図１】本発明の一実施形態における概略構成を示すブロック図である。
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【図２】本発明の一実施形態における制御動作を示すフローチャートである。
【図３】本発明の一実施形態における入力切換設定メニューのＯＳＤ表示画面を示す説明
図である。
【図４】本発明の一実施形態における制御動作を示す説明図である。
【図５】本発明の一実施形態における制御動作を示すフローチャートである。
【図６】本発明の一実施形態における他の制御動作を示す説明図である。
【図７】テレビジョン映像とコンピュータ映像とをマルチ画面（ピクチャー・イン・ピク
チャー）表示した場合の表示画面例を示す説明図である。
【図８】テレビジョン映像とコンピュータ映像とをマルチ画面（ピクチャー・バイ・ピク
チャー）表示した場合の表示画面例を示す説明図である。
【符号の説明】
【００４５】
　１　チューナ
　２～４　ビデオ入力端子
　５　ＰＣ入力端子
　６　映像切替スイッチ
　７　Ｙ／Ｃ分離回路
　８　ＲＧＢデコーダ
　９　Ａ／Ｄ変換回路
１０　映像信号処理装置
１１　ＬＣＤコントローラ
１２　ソースドライバ
１３　ゲートドライバ
１４　液晶表示パネル
１５　光源駆動回路
１６　光源
１７　リモコン受光部
１８　マイコン
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